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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成28年1月14日(2016.1.14)

【公開番号】特開2015-212966(P2015-212966A)
【公開日】平成27年11月26日(2015.11.26)
【年通号数】公開・登録公報2015-074
【出願番号】特願2015-134932(P2015-134932)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５４０Ａ
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５６０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月20日(2015.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータで実装された方法であって、
　複数のウェブサイトの第１ウェブサイト及び第２ウェブサイトに埋め込むためのガジェ
ットを提供することと、
　前記第１ウェブサイトに埋め込まれた前記ガジェットから、前記第１ウェブサイトを訪
問する或るユーザによって投稿された会話のコンテンツを受信することと、
　前記複数のウェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前記第２ウェブサイトを
識別することと、
　前記第１ウェブサイトの訪問から前記第２ウェブサイトの訪問に移動する前記ユーザが
、前記複数のウェブサイトを訪問するユーザ間の前記コンテンツを含む前記会話をシーム
レスに続けることができるように、前記第１ウェブサイトに表示された前記会話の前記コ
ンテンツを、前記第２ウェブサイトでの表示用として、前記第２ウェブサイトの前記ガジ
ェットに伝送することと
からなる方法。
【請求項２】
　前記ガジェットのためのガジェット識別子と、前記第１ウェブサイト及び前記第２ウェ
ブサイトのためのウェブサイト識別子とを含むインデックスを生成することを更に備え、
かつ前記複数のウェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前記第２ウェブサイト
を前記インデックスに基づいて識別する、請求項１に記載のコンピュータで実装された方
法。
【請求項３】
　前記ユーザに関連付けられた１つのユーザプロフィールからユーザ情報を取得すること
と、
　前記ユーザの関心事項を含む分析を生成するために、前記会話の前記コンテンツ及び前
記ユーザ情報を分析することと
を更に備える、請求項１に記載のコンピュータで実装された方法。
【請求項４】
　前記ユーザの前記関心事項に関する情報を前記第１ウェブサイトに提供することを更に
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備える、請求項３に記載のコンピュータで実装された方法。
【請求項５】
　前記ユーザの前記関心事項に基づいて前記第１ウェブサイトに対する１つの広告を選択
することを更に備える、請求項３に記載のコンピュータで実装された方法。
【請求項６】
　前記ユーザの前記関心事項に基づいて前記ユーザ向けに１つのニュースレターを生成す
ることと、前記ユーザに前記ニュースレターを送信することとを更に備える、請求項３に
記載のコンピュータで実装された方法。
【請求項７】
　前記コンテンツを投稿している前記ユーザに反応してアクセス可能な、前記ユーザに関
連付けられたプロフィールを生成することを更に備える、請求項１に記載のコンピュータ
で実装された方法。
【請求項８】
　前記ユーザが前記コンテンツを投稿するために既存のプロフィールを使用してサインイ
ンすることを可能にすることを更に備える、請求項１に記載のコンピュータで実装された
方法。
【請求項９】
　前記コンテンツが、文章、ビデオ、オーディオ、画像、及び、投票又はアンケートに対
する応答からなるグループのうち少なくとも１つである、請求項１に記載のコンピュータ
で実装された方法。
【請求項１０】
　１又は２以上のプロセッサと、
　メモリに記憶され、かつ前記１又は２以上のプロセッサによって実行可能なコード生成
部であって、複数のウェブサイトの第１ウェブサイト及び第２ウェブサイトに埋め込むた
めのガジェットを提供するためのコード生成部と、
　前記メモリに記憶され、かつ前記１又は２以上のプロセッサによって実行可能なコンテ
ンツ解析部であって、前記第１ウェブサイトに埋め込まれた前記ガジェットから、前記第
１ウェブサイトを訪問する或るユーザによって投稿された会話のコンテンツを受信し、且
つ、前記複数のウェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前記第２ウェブサイト
を識別するためのコンテンツ解析部と、
　前記メモリに記憶され、かつ前記１又は２以上のプロセッサによって実行可能なシンジ
ケーションモジュールであって、前記第１ウェブサイトの訪問から前記第２ウェブサイト
の訪問に移動する前記ユーザが、前記複数のウェブサイトを訪問するユーザ間の前記コン
テンツを含む前記会話をシームレスに続けることができるように、前記第１ウェブサイト
に表示された前記会話の前記コンテンツを、前記第２ウェブサイトでの表示用として、前
記第２ウェブサイトの前記ガジェットに伝送するためのシンジケーションモジュールと
を備えるシステム。
【請求項１１】
　前記コード生成部に接続された識別情報生成部であって、前記ガジェットのためのガジ
ェット識別子と、前記第１ウェブサイト及び前記第２ウェブサイトのためのウェブサイト
識別子とを含むインデックスを生成するための識別情報生成部を更に備え、前記複数のウ
ェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前記第２ウェブサイトを前記インデック
スに基づいて識別する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コンテンツ解析部に接続された１つの分析エンジンであって、ユーザ情報を取得し
、前記ユーザの関心事項を含む分析を生成するために、前記会話の前記コンテンツ及び前
記ユーザ情報を分析し、前記ユーザの前記関心事項に関する情報を前記第１ウェブサイト
に提供するために前記分析を前記第１ウェブサイトに伝送するための分析エンジンを更に
備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記分析エンジンに接続された広告エンジンであって、前記ユーザの前記関心事項に基
づいて前記第１ウェブサイトに対する１つの広告を選択するための広告エンジンを更に備
える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記分析エンジンに接続されたニュースレターエンジンであって、前記ユーザの前記関
心事項に基づいて前記ユーザ向けに１つのニュースレターを生成し、前記ユーザに前記ニ
ュースレターを送信するニュースレターエンジンを更に備える、請求項１２に記載のシス
テム。
【請求項１５】
　前記コンテンツ解析部に接続されたプロフィールエンジンであって、前記ユーザがサイ
ンインして前記コンテンツを投稿するための１つのプロフィールを生成するための前記プ
ロフィールエンジンを更に備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　コンピュータ読み取り可能プログラムを含む非一時的なコンピュータ使用可能な媒体で
あって、前記コンピュータ読み取り可能プログラムは、コンピュータ上で実行されるとき
に、該コンピュータに、
　複数のウェブサイトの第１ウェブサイト及び第２ウェブサイトに埋め込むためのガジェ
ットを提供することと、
　前記第１ウェブサイトに埋め込まれた前記ガジェットから、前記第１ウェブサイトを訪
問する或るユーザによって投稿された会話のコンテンツを受信することと、
　前記複数のウェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前記第２ウェブサイトを
識別することと、
　前記第１ウェブサイトの訪問から前記第２ウェブサイトの訪問に移動する前記ユーザが
、前記複数のウェブサイトを訪問するユーザ間の前記コンテンツを含む前記会話をシーム
レスに続けることができるように、前記第１ウェブサイトに表示された前記会話の前記コ
ンテンツを、前記第２ウェブサイトでの表示用として、前記第２ウェブサイトの前記ガジ
ェットに伝送することと
を実行させる、非一時的なコンピュータ使用可能な媒体。
【請求項１７】
　前記コンピュータ読み取り可能プログラムは、前記コンピュータ上で実行されるときに
、前記コンピュータに、前記ガジェットのためのガジェット識別子と、前記第１ウェブサ
イト及び前記第２ウェブサイトのためのウェブサイト識別子とを含むインデックスを生成
することを更に実行させ、記複数のウェブサイトから、前記ガジェットも埋め込まれた前
記第２ウェブサイトを前記インデックスに基づいて識別する、請求項１６に記載の非一時
的なコンピュータ使用可能な媒体。
【請求項１８】
　前記コンピュータ読み取り可能プログラムは、前記コンピュータ上で実行されるときに
、前記コンピュータに、前記ユーザに関連付けられた１つのユーザプロフィールからユー
ザ情報を取得することと、前記ユーザの関心事項を含む分析を生成するために、前記会話
の前記コンテンツ及び前記ユーザ情報を分析することとを更に実行させる、請求項１６に
記載の非一時的なコンピュータ使用可能な媒体。
【請求項１９】
　前記コンピュータ読み取り可能プログラムは、前記コンピュータ上で実行されるときに
、前記コンピュータに、前記ユーザの前記関心事項に関する情報を前記第１ウェブサイト
に提供することを更に実行させる、請求項１８に記載の非一時的なコンピュータ使用可能
な媒体。
【請求項２０】
　前記コンピュータ読み取り可能プログラムは、前記コンピュータ上で実行されるときに
、前記コンピュータに、前記ユーザの前記関心事項に基づいて前記第１ウェブサイトに対
する１つの広告を選択することを更に実行させる、請求項１８に記載の非一時的なコンピ
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ュータ使用可能な媒体。
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